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「「阪阪神神地地域域都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン」」等等のの見見直直ししににつついいてて  

  

  

  

 

【報告事項①-1】 

 

 

 

 

 



「阪神地域都市計画区域マスタープラン」等の見直しについて 

 

１ 背景と目的（見直しの理由） 

  都市計画は，その目的の実現に時間を要するものであるため，住民の方々に理解しやす

い形であらかじめ中長期的視点に立った都市の将来像を明確にし，その実現に向けての

大きな道筋を明らかにしておく必要があります。 

  このため，都市計画法では，同法第６条の２に規定する「都市計画区域の整備，開発及

び保全の方針（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）」において，おおむね２０

年後の都市の姿を展望した上で，都市計画の基本的方向を定めることになっています。 

  この都市計画区域マスタープランについては，県が策定後の社会経済情勢の変化等に

対応したものとするため，おおむね５年ごとに見直しを行っています。 

  現行の都市計画区域マスタープランは，平成２７年度に策定したものです。その後の社

会経済情勢の変化を踏まえ，このたび見直しを行うこととしました。 

  また，都市再開発方針等（都市再開発の方針，住宅市街地の開発整備の方針，防災街区

整備方針），区域区分についても併せて見直しを行います。 
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２ 阪神地域都市計画区域マスタープラン等の見直しの流れ 

 
【平成３０年度】 
 
 
 
【令和元年度】 
 
 
 
 
 
 
 
【令和２年度】 

都市計画区域マスタープラン等の見直し基本方針の策定（平成３１年１月） 

都市計画区域マスタープラン等の見直し（素案）の作成 
■都市計画区域マスタープラン 
■都市再開発方針等 
 （都市再開発の方針，住宅市街地の開発整備の方針，防災街区整備方針） 
■区域区分（線引き） 

素案の閲覧（令和２年７月１日～８月１日） 

説明会の開催（令和２年７月９日） 

芦屋市都市計画審議会 
（令和２年７月３１日） 

【報告】都市計画区域マスタープラン等 
の見直し（素案）について 

公聴会の開催（令和２年８月１日） 
※公述申出がない場合，公聴会は開催しません。 

芦屋市都市計画審議会 
（令和２年１０月頃） 

【説明】都市計画区域マスタープラン等 

  の見直し（原案）について

芦屋市都市計画審議会 
（令和３年１月頃） 

【諮問】都市計画区域マスタープラン等

の変更 

都市計画区域マスタープラン等の見直し（案）の縦覧（令和２年１２月予定） 

都市計画区域マスタープラン等の変更告示（令和３年３月予定） 

兵庫県都市計画審議会 
（都市計画区域マスタープラン等

の都市計画決定に関する審議） 
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「「阪阪神神間間都都市市計計画画区区域域のの整整備備，，開開発発及及びび保保全全のの方方針針」」（（都都市市計計画画区区域域ママススタターーププラランン））  

のの変変更更素素案案  

  

  

  

 

【報告事項①-2】 
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今回変更箇所



-4- 今回変更箇所
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